
　

手
当
を
受
給
す
る
に
は
障
害
の

程
度
や
所
得
の
要
件
な
ど
の
条
件

が
あ
り
、
申
請
書
な
ど
の
提
出
が

必
要
で
す
。
ご
不
明
な
場
合
は
福

祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
既
に
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
毎
年
所
得
状
況
届
の

提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上
の
障

害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
お
よ
び

４
級
の
一
部
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
も
し
く

は
Ｂ
の
一
部
）
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

※ 

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
児
童
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

手
当
月
額
（
障
害
児
１
人
当
た
り
）

・
１
級
障
害
児  

５
万
１
５
０
０
円

・
２
級
障
害
児  

３
万
４
３
０
０
円

▼
特
別
障
害
者
手
当

　
20
歳
以
上
で
、
身
体
ま
た
は
精
神
に
著

し
く
重
度
の
障
害（
身
体
障
害
者
手
帳
１
、

２
級
程
度
の
障
害
の
重
複
ま
た
は
同
等
の

疾
病
・
精
神
障
害
）
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
重
度
障
害
者
に
支
給
し
ま
す
。

※ 

病
院
な
ど
に
継
続
し
て
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
た
場
合
は
、
受
給

資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　
２
万
６
８
３
０
円

ご存じですか？
障害者（児）や、その扶養者を対象に各種手当を支給しています！

▼
障
害
児
福
祉
手
当

　
20
歳
未
満
で
、
身
体
ま
た
は
精
神
に

重
度
の
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２

級
お
よ
び
療
育
手
帳
Ａ
１
程
度
）
が
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
在
宅
の
重
度
障
害
児
に
支
給

し
ま
す
。

※ 

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
児
童
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

手
当
月
額　
1
万
４
６
０
０
円

▼
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
福
祉
手
当

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
ま
た
は
療

育
手
帳
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
の
一
部
の
人
で
、

公
的
年
金
や
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
を

受
給
で
き
な
い
人
に
支
給
し
ま
す
。

手
当
月
額　
３
０
０
０
円

問
合
せ
　
福
祉
課  

☎
７
３-

８
０
２
０

市有地を売却します（随時募集）

　

購
入
希
望
者
は
、
要
領
の
内

容
を
把
握
し
た
上
で
、
申
込
期

間
中
に
必
要
書
類
を
監
理
課
ま

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
要
領

お
よ
び
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、

監
理
課
窓
口
で
お
渡
し
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

期
　
間
　

９
月
20
日
（
火
）

～
平
成
29
年
８
月
15
日
（
火
）

平
日 

９
時
～
17
時

提
出
書
類

・
公
有
財
産
買
受
申
込
書

・
住
民
票
（
法
人
の
場
合
商
業

又
は
法
人
登
記
簿
謄
本
（
全

部
事
項
証
明
書
））（
発
行
日

か
ら
1
か
月
以
内
の
も
の
）

・
印
鑑
証
明
書
（
発
行
日
か
ら

１
か
月
以
内
の
も
の
）

・
誓
約
書

売
り
払
い
方
法

先
着
順
の
売
却
に
な
り
ま
す
。
同

日
に
同
一
の
物
件
に
複
数
の
申
し

込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
後
日
抽

選
に
よ
り
契
約
の
相
手
を
決
定
し

ま
す
。
抽
選
の
結
果
は
全
員
に
連

絡
し
ま
す
。

申
込
み　

監
理
課

☎
７
３-

８
０
０
９

　そのほか、名泉郷などに随時募集し
ている市有地が多数あります。詳細は、
ホームページまたは監理課へお問い合
わせください。

物件①　国影 39 字 38 - ２（他２筆）
地目　宅地（一部畑）
面積　599.67㎡
金額　761 万 5000 円
※ 農地転用手続き必要の場合あり。

物件②　二面 45 字 10
地目　宅地
面積　383.47㎡
金額　469 万 3000 円

物件④　井江葭 26 字７番４
地目　宅地
面積　998.22㎡
金額　1281 万 2000 円
※ 土地の分割売却などは要相談。

物件⑤　舟津 43 字 22 番
地目　雑種地
面積　831㎡
単価　1 万 7600 円／㎡
※ 土地の分割売却などは要相談。

物件③　花乃杜四丁目 1608
地目　宅地
面積　1626㎡
金額　3151 万 1000 円
※ 土地の分割売却などは要相談。

　

消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
い
、
所

得
の
低
い
人
た
ち
の
負
担
を
緩
和

す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
人
を
対

象
に
臨
時
福
祉
給
付
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

対
　
象

基
準
日(
平
成
28
年
１
月
１
日)

に
お
い
て
、
あ
わ
ら
市
に
住
民
登

録
が
さ
れ
て
い
る
人
で
、
平
成
28

年
度
分
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
人

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
生
活
の
面

倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
場
合
や

生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合

は
除
く
。

支
給
額　

１
人
当
た
り
３
千
円

次
の
加
算
対
象
者
は
１
人
に

つ
き
３
万
円
を
加
算
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

《
加
算
対
象
者
》

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基

礎
年
金
な
ど
の
受
給
者

申
請
方
法

　
給
付
金
の
受
け
取
り
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
対
象
者
に
は
９
月
中
旬
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
指

定
口
座
に
給
付
金
を
入
金
し
ま
す
。

問
合
せ
　《
申
請
方
法
》
福
祉
課 

☎
７
３-

８
０
２
０

《
制
度
》
厚
生
労
働
省　

☎
０
５
７
０-

０
３
７-

１
９
２

市
や
県
、
厚
生
労
働
省
を
か
た
っ
た
不
審

な
電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合
は
、
福
祉

課
や
警
察
署(

ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電

話(
♯
９
１
１
０))

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

臨時福祉給付金のお知らせ

　屋外広告物の適
正化を一層推進す
るため、市では９
月を屋外広告物適
正化月間として、
広告物の安全管理
を呼びかけていま
す。
　広告物は雨ざら
しのため必ず劣化していきます。放置す
ると通行者に重大な危害を及ぼすことか
ら、定期的に安全点検をする必要があり
ます。
　広告板の変形、ボルトやビスの破損、
支持部分の腐食などがないか、今一度ご
確認ください。不良箇所がある場合は、
早急に改修もしくは撤去してください。
　広告物の管理者は責任を持って、安全
管理を徹底するようお願いします。

問合せ　建設課　☎ 73-8032

看板の安全点検を徹底して
ください！

福井県屋外広告物条例が
変わります！

　

福
井
県
の
良
好
な
景
観
づ
く
り

お
よ
び
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
に
、
福
井
県
屋
外

広
告
物
条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
広
告
物
を
表
示

す
る
際
の
ル
ー
ル
が
平
成
28
年
10
月

1
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

　
観
光
地
や
北
陸
新
幹
線
沿
線
、
交

差
点
周
辺
等
の
規
制
が
新
た
に
追

加
さ
れ
、
広
告
物
の
面
積
や
高
さ

の
設
置
基
準
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
広

告
物
の
種
類
や
場
所
ご
と
に
細
か
く

基
準
が
分
か
れ
る
た
め
、
詳
細
に
関

し
て
は
福
井
県
都
市
計
画
課
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
市

建
設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
新
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
広

告
物
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
10
月

1
日
か
ら
6
年
間
の
猶
予
期
間
中
に

撤
去
・
改
修
を
お
願
い
し
ま
す
。
撤

去
・
改
修
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る

補
助
制
度
も
創
設
さ
れ
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
新
基
準
に
つ
い
て
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
　
建
設
課

☎
７
３-

８
０
３
２

　

法
務
局
お
よ
び
市
の
戸
籍
係
で

は
、
日
本
国
民
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
人
に
つ
い
て
、
戸
籍
に
記
載
さ

れ
る
た
め
の
手
続
き
を
案
内
し
て

い
ま
す
。

　

事
情
が
あ
っ
て
お
子
さ
ん
の
出

生
届
を
出
し
て
い
な
い
、
お
子
さ

ん
を
別
れ
た
夫
で
は
な
く
母
親
で

あ
る
自
身
の
戸
籍
に
記
載
し
た
い

な
ど
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
事
情
は
、
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
と
る
こ

と
が
最
善
な
の
か
、
あ
な
た
の
事

情
を
伺
っ
て
、
法
務
局
ま
た
は
市

の
戸
籍
担
当
職
員
が
、
あ
な
た
と

一
緒
に
考
え
ま
す
（
相
談
無
料
、

秘
密
厳
守
）。

相
談
窓
口

・
福
井
地
方
法
務
局
戸
籍
課

（
９
時
～
17
時
、土
日
祝
日
除
く
）

☎
２
２-

４
３
４
４

・
市
民
課
窓
口
グ
ル
ー
プ

（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
、
土
日

祝
日
除
く
）

☎
７
３-

８
０
１
４

無戸籍者の解消のための
相談窓口
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